
確認の目安（イメージ） 
※下図は令和７年 10 月現在の情報を元にしたイメージです。古い電気機器類を廃棄する際には、都度、メーカーに問い合わせてＰＣＢ含有の有無を確認する必要があります。 

 
【注 1】汚染されている可能性がある機器は、メーカーへの問い合わせや濃度分析等によりＰＣＢ含有の有無(ＰＣＢ濃度区分等)を確認する必要があります。 

【注 2】特に、昭和 55 年までに製造・販売されたⅩ線装置・溶接機・昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤には高濃度ＰＣＢを含むコンデンサーが使用されている可能性があります。 

【注 2】特に、平成３年以前に製造されたⅩ線装置、平成 16 年以前に製造された溶接機、平成 17 年(目安)に製造された昇降機(エレベーター、エスカレーター)には、微量ＰＣＢを含むコンデンサー 

が使用されている可能性があります。 
 

【令和７年８月作成（令和７年 11月改訂）】那覇市環境政策課 産業廃棄物グループ（098-951-3231）

（絶縁油交換や継ぎ足しが行われたもの、不明なもの） 

（ニチコン製 ➡ 平成 16 年 3 月製造まで） 
（東芝製 ➡ 平成 10 年～平成 16 年製まで） 

★通産省令にて昭和 52 年４月以降、PCB 含有電気機械器具の建物への設置が禁止された。 



 

 
 

【安定器・コンデンサーの事例】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

【安定器、コンデンサーの事例】

※いろいろな形のコンデンサー

天井に残置
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【安定器、コンデンサーの事例】

※いろいろな形のコンデンサー

天井に残置


